
担当課:市町村行政課
連絡先:024-521-7137

〈支援策の概要〉
① 内容

福島県町村会と連携して、採用情報や町村職員の魅力を
伝えるWebサイト及びX（旧Twitter）により、町村職員採
用の情報発信を行う。

② スケジュール
・『採用情報』『町村職員』のページ

町村が随時更新
・『先輩職員からのメッセージ』のページ

７～８月 動画等の掲載希望の照会（７町村を選定）
８～１０月 動画撮影等
１２月 Webサイトに掲載

支援担当課からのPR

 職員の応募をしても、応
募者が少なく、人材の確
保が困難
 特に専門職（土木職・保

健師）の確保が困難

〈支援策〉
 採用情報や町村職員の魅力を伝え
るWebサイト「福島県町村職員採
用情報」を設け、町村職員採用の
情報発信を支援する。

〈効果〉
 職員の安定的な確保
 行政サービスの向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

●町村の採用情報をまとめて発信できるWebサイトやX（旧Twitter）を活用し、町村の
魅力や町村職員の仕事を発信することにより、職員採用につなげましょう！！
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Webサイト『福島県町村職員採用情報』



担当課:市町村行政課
連絡先:024-521-7137

〈支援策の概要〉
１ 町村職員採用合同説明会
①開催時期 令和６年５月１８日（土）予定
②場所 郡山市（ビッグパレットふくしま）予定
③内容 町村ごとにブースを設け、試験日程、勤務条件

等を町村職員自ら説明するとともに、参加者
からの質問に答える。

④スケジュール
・令和６年２月 参加の希望照会
・令和６年５月 町村職員採用合同説明会

⑤実績（令和５年度）参加町村数：33町村
学生等の参加者数：105名

２ 町村職員就職セミナー
①開催時期 令和７年２月
②内容 仕事内容の説明、若手職員によるジョブトークを

オンラインで配信する。
③スケジュール 令和６年12月 参加の希望照会 支援担当課からのPR

 職員の応募をしても、応募者が
少なく、人材の確保が困難
 特に専門職（土木職・保健師）

の確保が困難

〈支援策〉

 町村と合同で説明会や就職
セミナーを開催し、職員採
用のPRを支援します。

〈効果〉

 職員の安定的な確保
 行政サービスの向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

合同開催により、町村の
情報発信力を強化し、職
員採用につなげましょう！！
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〈支援策の概要〉
①開催時期 学生が参加しやすい夏休みに実施（令和６年７月～８月予定）
②内 容 Zoomを使用し、町村の魅力や業務内容を町村職員自ら説明するとともに、

役場内の様子を実際に見てもらい、参加者からの質問に答える。
※１団体 ３０分（町村や仕事の紹介１５分、役場見学１０分、質疑応答５分）

③スケジュール ・令和６年５月 参加希望の個別照会
・開催の１か月前 説明会、リハーサル

④実 績 ２日間開催（参加町村数：８町、学生等の参加者数：16名）
（令和５年度）

●参加者アンケートでは「現役職員の方から様々な話を聞けて、とてもためになっ
た。」、「町村の魅力を公務員の仕事とともに発見することができた。」などの声が
多く挙げられました。

●オンライン役場見学ツアーをきっかけに町村に興味を持ってもらい、町村による
本格的なインターンシップの実施へ発展させませんか？

●オンライン役場見学ツアー本番の前に説明会やリハーサルを行います。一緒に
町村の魅力を伝えましょう！！

支援担当課からのPR

〈課題〉
 職員の応募をしても、応
募者が少なく、人材の確
保が困難
 特に専門職（土木職・保

健師）の確保が困難

〈支援策〉
 役場見学型のインターン
シップ（オンライン役場
見学ツアー）の実施を支
援します。

〈効果〉
 職員の安定的な確保
 行政サービスの向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

担当課:市町村行政課
連絡先:024-521-7125

＜支援策の概要＞
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（更新）専門職採用支援

〈支援策の概要〉
１ 専門職業務セミナー

①開催時期 令和６年７～８月
②内容 専門職（土木職・保健師）の魅力や業務内容を説明するとともに、学生からの質問に

答える。
④スケジュール
・令和６年５月 参加の希望照会
・開催の１か月前 リハーサル、業務セミナー

⑤実績（令和５年度） 参加町村数：４町村、学生等の参加者数：６名

２ 専門職共同リクルート活動
①時期 大学等が主催する就職セミナー・説明会の開催時期に合わせて実施する。
②内容 大学等が主催する就職セミナー・説明会へ出展し、町村の魅力や業務内容を町村職員

自ら説明するとともに、学生からの質問に答える。
③スケジュール 訪問する大学等及び日時などが決まり次第、参加希望の照会
④留意事項 大学等訪問に係る旅費は町村負担

専門職（土木職・保健師）採用のために、一緒に取り組みましょう！！
支援担当課からのPR

＜支援策の概要＞
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〈課題〉
 職員の応募をしても、応
募者が少なく、人材の確
保が困難
 特に土木職、保健師の確

保が困難

＜課 題＞
 専門職業務セミナー、大

学訪問を行い、専門職採
用を支援します。

＜支援策＞ 果〉
 職員の安定的な確保
 行政サービスの向上

＜効 果＞

担当課:市町村行政課
連絡先:024-521-7125



〈支援策の概要〉
１ 県職員の市町村派遣

複数市町村による連携した取組、広域的な調整を必要とする取組への支援業務を優先し、職員派遣を
決定します。
（注）県の職員数に限りがあるため、派遣要望に添えない場合があります。

保健師やデジタル人材等の派遣については、別メニューの活用をご検討ください。
〈令和５年度実績〉 １３市町村 2６名

２ 相互人事交流
相互理解と連携の強化及び職員の資質向上を図るため、県及び市町村が相互に職員を派遣します。
〈令和５年度実績〉 １３市町村 1５名

●県職員を市町村に派遣し、課題解決を支援します。
●職員の更なる資質向上を目的に相互人事交流の派遣職員等を対象とした研修・視察を
年５回程度開催しています。

●また、他の市町村からの相互人事交流派遣職員とのネットワークづくりができます！！

●課題解決のための人材確保
が困難

●広域的な調整を行うための
人材確保が困難

●県職員の市町村派遣
●相互人事交流

●事務処理の合理化・能率化
●職員の資質向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞
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支援担当課からのPR

担当課:市町村行政課
連絡先:024-521-7304



〈支援策の概要〉
基本研修の主な内容

１ 法制執務の基礎 ：用語の使い分けなどを学ぶことで、条例や規則を制定、改正する際の基礎を
習得します。

２ 法令の読み方 ：条文を読む上での注意すべきポイントやコツを学ぶことで、法令の内容を的
確に理解し解釈する力を身に付けます。

３ 条例制定、改正の実務：条例の制定、改正を行うに当たり必要な知識を習得し、法制執務の能力向上
を図ります。

４ 演習 ：具体的な事例に基づく条例の改正（改め文の作り方、等）
これらの他にも、御要望があれば可能な限りお応えしていきます。
（R４実績 桑折町：60名）

・ 事前の予備知識無しで気軽に受講していただけます。
・ 法務担当になった方以外でも、法令に関する知識はあらゆる業務で役に立ち
ますので、どなたでも歓迎します。
・ 対面形式、Web会議形式いずれも可能です（要相談）。 支援担当課からのPR

ない、など

条例の作り方が分からな
い、正しく改正できている
のか不安、法務担当として
何を学べばいいのか分から
ない、など

文書法務課職員を講師と
し、法制執務又は政策法務
の基本研修（出前講座）を
開催します。

法制執務・政策法務の
能力向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:○○○○○
連絡先:○○○-○○○-○○○○

○－○８－６ 担当課:文書法務課
連絡先:０２４-５２１-７０５０



○時 期：町村と支援担当課で調整の上、決定します。
○内 容：出納局審査課職員又は各地方振興局出納室職員が、

地方公共団体の基本的な会計事務の進め方について
説明します。

・予算
・収入
・支出
・契約

○注意事項：各町村の財務規則に基づく内容ではありません。
○支援実績：３町村（令和５年度）、３町村（令和４年度）
※主な研修内容（会計事務の総則、演習課題、不適切な会計

事務処理の事例紹介など）

業務量が増大する一方、職員は
増えず若手職員等に会計事務を
指導する時間がない！そんな悩
みを解決します！！

支援担当課からのPR

業務量の増大により、
若手職員等への指導
が不十分

会計事務の基本的な進め方

について研修を開催し、

職員のスキルアップを支援

職員のスキルアップ

行政サービスの向上

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

各担当 : 市町村行政課・審査課・各地方振興局企画商工部市町村支援課（及び出納室）８－７

研修会の内容は町村と調整の上で決
定しますが、地方自治法で定められ
ている基本的な根拠などを２時間
程度で説明します。



〈支援策の概要〉

①実施時期 随時相談
（日程・内容を調整の上、決定します。）

②内容 基礎研修（１時間程度）
県職員を派遣し、SDGsの基礎的な概要や県の
総合計画、県内のSDGsの取組などについて研修
を行います。

③実績 会津美里町、大熊町、玉川村、天栄村、中島村
（令和５年度） 参加者数合計１０６名

支援担当課からのPR

＜支援策の概要＞

●当研修では、職員の皆さまのSDGｓについての理解度の向上や、SDGsの取組のより一層の推進
を目指しています。

●研修受講者からは「自分の仕事や行政にSDGsをどのように取り入れていけば良いのか分からな
かったが、研修を受けて理解することができた」、「出来ることを実践する事、その輪を広げることが
大切だと理解した」などのお声をいただきました。

 SDGsの基礎的な考え方
や具体的な事例について
職員の理解が進まない。

 市町村職員向けの基礎的
な研修の実施を支援しま
す。

〈効果〉

 SDGsの理解促進
 持続可能な地域づくりの

実践

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

担当課:復興・総合計画課
連絡先:024-521-7109８－８



〈支援策の概要〉
１ 県庁で実施する法律相談
①対 象 県内の市町村又は市町村一部事務組合等
②相談日等 水曜日（祝休日を除く）の午後１時から午後５時まで ※原則、１回の相談は３０分程度

③相談場所 県庁内の打合せスペース等又はオンライン（県市町村web会議システム（Zoom））

２ 町村役場等で実施する法律相談
①対 象 県内の町村
②相談日等 原則、平日（水曜日を除く）の午後１時から午後３時まで ※原則、１回の相談は６０分程度

③相談場所 原則、相談を希望する町村の庁舎内

３ 相談の申込みについて
①申込期限
・県庁で実施する法律相談 ：相談希望日の概ね２週間前まで
・町村役場等で実施する法律相談：相談希望日の概ね１か月前まで

②申 込 先 市町村財政課 ☎024-521-7059
メール：shichouson_zaisei@pref.fukushima.lg.jp

賠償でお困りの点に
ついて、経験豊富な弁
護士がお答えします！
まずは、お気軽にお問
い合わせください。

支援担当課からのPR

●専門的な知識が求められ
る特殊な業務であることか
ら、東京電力との協議が長
期化している。

●専門的な知識を持った
県委託弁護士による法律
相談を実施する。

〈効果〉
●円滑な賠償請求の実現
●被害の実態に見合った
賠償の実現
●職員の負担軽減

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:原子力損害対策課、市町村財政課
連絡先:024-521-7103、024-521-7059８－９



①開催時期 対象市町村において会計実地検査を受検する前（時期は都度調整します）
②場所 当該市町村庁舎内等（人数に応じて庁舎内の会議室等を確保願います）
③内容 初心者向けのテキストを出納総務課において作成のうえ、必要部数を持参し、出納総務課

担当職員が説明します。
④スケジュール ・受講希望の照会（活用フローによる照会）又は随時申込み

・希望市町村との日程調整（実施月の１か月前頃）
⑤実績（令和５年度） 実施団体数：３町村

●「かいけん」って、そもそも何？ 何するの（何かされるの）？

…国の会計検査院による「会計実地検査」の受検のしかたについて、初心者
向けの講義を行います。東日本大震災以降ずっと会計実地検査を受けてい
ない、または、前の担当者が異動（退職）しており受検したことがある職員がい
ないため不安、上司のサポートも不安、という悩みを解消します！ 支援担当課からのPR

●会計実地検査を受
けたことのある職員
がいない（しばらく
受検していない）。

●受検のしかたにつ
いて初心者向けに講
座を出前します。

●円滑な会検の受検
●業務支援態勢の構
築、職員の育成

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:出納総務課
連絡先:０２４-５２１-７５５８
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〇県における内部統制制度の概要について紹介。
〇財務事務に関するリスク対応策の整備等について、リスクの洗い出し・類型化・リスク評価シートの
作成等の、内部統制制度の実際の運用状況など県の取り組み内容を紹介。

○助言のスタイル（会議、資料提供、TELなど）は
各市町村の要望に応じます。

○窓口は、出納局審査課（会計指導担当）となります。

○支援実績：２市町（令和５年度）、３市町村（令和４年度）

県は、R2.4.1から制度
を導入し、運用してい
るところです。皆さんも、
組織的な事務の適
正執行に取組みま
しょう。

支援担当課からのPR

地方自治法改正により、令
和２年4月1日から指定都
市は、内部統制制度の導入
が義務付けられた（指定都
市以外は努力義務）が、ど
のように取り組めば良いか
分からない。

内部統制制度の概要や、
内部統制対象事務として必
ず取り組む必要のある財務
事務に関するリスク対応策
の整備等について、県の取
組内容を紹介する。

内部統制制度の導入により、

そしきとして

内部統制制度の導入により、
法令等を遵守し、適正に業
務を執行しつつ、組織的な
チェック体制を確立するこ
とにより、不適切な財務事
務の未然防止や再発防止に
つながる。

＜課 題＞ ＜支援策＞ ＜効 果＞

＜支援策の概要＞

担当課:出納局審査課
連絡先:０２４-５２１-２８４２８－１１


